
見附市告示第１３７号 

 見附市子育てしやすい職場づくり促進奨励金交付要綱の一部を改正する要綱を

次のように定める。 

  令和７年１０月２７日 

                    見附市長  稲 田  亮 

  見附市子育てしやすい職場づくり促進奨励金交付要綱の一部を改正する要綱 

見附市子育てしやすい職場づくり促進奨励金交付要綱（令和５年見附市告示第

９３号）の一部を次のように改正する。 

第２条に次の１号を加える。 

 （４） 多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業 新潟県が定める新潟県多様

で柔軟な働き方・女性活躍実践企業認定制度実施要綱に基づき新潟県が

認定した企業等をいう。 

第３条第２号中「認定を受けた企業等」の次に「又は新潟県多様で柔軟な働き

方・女性活躍実践企業の認定を受けた企業等」を加える。 

 第５条中「（以下「申請者」という。）」を削り、「様式第１号」を「様式第

１号の１」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 奨励金の交付を受けようとする多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業は、

見附市子育てしやすい職場づくり促進奨励金交付申請書（様式第１号の２）に

次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

 （１） 新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業認定証の写し 

 （２） 新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業認定申請書等の写し 

 （３） 就業規則の写し 

 （４） 会社概要 

 （５） 次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）に基づく一

般事業主行動計画策定・変更届の写し（策定している企業のみ） 

 （６） 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第

６４号）に基づく一般事業主行動計画策定・変更届の写し（策定してい

る企業のみ） 

 （７） その他市長が必要と認める書類 



第６条中「、申請者に」を削る。 

様式第１号を様式第１号の１とし、同様式の次に次の１様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  附 則 

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市子育てしやすい職場づくり

促進奨励金交付要綱の規定は、令和７年１０月１日から適用する。 

 


